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久 御 山 町 農 業 委 員 会 会 議 録

１．開催日時 令和８年３月６日（金）午後１時２５分

２．開催場所 久御山町役場 議会棟４階 特別会議室

３．出席委員 １番 村 田 和 弘

３番 藤 本 直 樹

４番 上 田 幸 子

５番 岡 井 文 彦

６番 田 中 壽 嗣

７番 内 田 裕 夫

８番 石 塚 加 津 美

９番 西 村 九 三 男

１０番 西 村 和 樹

１１番 野 英 紀

１２番 松 本 博

１３番 森 一 博

１４番 加 瀬 千 代

１５番 寺 内 一 郎

１６番 戸 田 治 巳

１７番 内 田 孝 司

１８番 村 田 良 文

１９番 口 敏 昭

２０番 林 吉 一

４．欠席委員 ２番 山 口 吉 広
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５．会議録署名委員 ９番 西 村 九 三 男

１０番 西 村 和 樹

６．委員会に職務のため出席した者の職氏名

農業委員会事務局局長 阪 田 智 子

農業委員会事務局次長 田 口 雄 基

農業委員会事務局 髙 橋 華 寿 紀

農業委員会事務局 三 宅 七 聖

７．議 事

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

（３条許可）

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について

（４条許可）

議案第３号 農用地利用集積等促進計画に係る要請について

（貸借権設定）

報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出

について（４条届出）

報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出

について（５条届出）

報告第３号 ２アール未満の農業用施設建築（設置）届出

について（農業用施設）

報告第４号 農地法第１８条第６項による賃貸借合意解約の通知

について（賃貸借合意解約）

８．会議の経過
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（事務局長）

（会長）

皆さん、こんにちは。定刻より少し早いですが、皆さんお

集まりいただきましたので、ただ今から始めたいと思います。

それでは、令和８年第３回久御山町農業委員会定例総会を始

めさせていただきます。携帯電話をお持ちの方は、電源をお

切りになるかマナーモードにするなど、音が出ないようご配

慮をお願いいたします。

本日は山口委員より欠席届をいただいておりますのでご報

告いたします。本日の出席委員は、農業委員が１４名中１３

名、農地利用最適化推進委員が６名中６名で、定足数に達し

ておりますので、総会は成立しております。

また、さる２月２６日に実施いたしました現地調査及び地

域計画に支障がないかを確認いただいた委員名を報告させて

いただきます。

６番 田中会長

９番 西村九三男委員

１３番 森委員

１６番 戸田委員

事務局２名により実施しております。

それでは、開催にあたりまして田中会長よりごあいさつを

お願いいたします。

会長あいさつ

本日の議案は、

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

（３条許可） ５件

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に

ついて（４条許可） １件

議案第３号 農用地利用集積等促進計画に係る要請について

（貸借権設定） ３９件

報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による転用

届出について（４条届出） １件
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（会長）

（●委員）

（会長）

（事務局）

報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による転用

届出について（５条届出） １件

報告第３号 ２アール未満の農業用施設建築（設置）届出

について（農業用施設） １件

報告第４号 農地法第１８条第６項による賃貸借合意解約の

通知について（賃貸借合意解約） ３件

それでは、議事に入る前に本日の議事録の署名委員を指名

いたします。９番の西村九三男委員、１０番の西村和樹委員、

両名の方どうぞよろしくお願い申し上げます。

それでは、議案第１号から始めてまいります。議案第１号

農地法第３条の規定による許可申請について、３条許可を議

題といたします。

まず、議案第１号の案件について、現地調査及び地域計画

に支障がないかの報告を調査委員からよろしくお願いをいた

します。

議案第１号受付番号４から受付番号８の案件につきまし

て、報告させていただきます。

本件該当地については、特に問題ないものと思われます。

それでは、議案第１号受付番号４の案件について、まず事

務局より説明を願います。

議案第１号受付番号４につきましては、議案書１ページを

ご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなって

おります。

なお、こちらの案件につきましては、譲受人が法人でござ

いますので、現地調査の際に農地所有適格法人の要件を満た

しているかの事前審査も併せて実施していただいておりま

す。内容につきましては、議案書２ページの農地所有適格法

人要件確認書をご覧ください。
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（事務局）

（会長）

（●委員）

（会長）

（事務局）

また、農地法第３条第２項の判断基準に基づき作成いたし

ました農地法第３条調書につきましては、議案書３ページを

ご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の１

ページをご覧ください。

会長よろしくお願いします。

それでは続きまして、農地所有適格法人に係る事前審査の

報告をこれも調査委員からよろしくお願いいたします。

農地所有適格法人に係る事前審査の報告をさせていただき

ます。

当該法人については、農地所有適格法人の要件である法人

形態、事業内容、売上高、議決権、役員のすべての要件につ

いて、満たしているものと思われます。

議案第１号受付番号４につきまして、ただ今、説明がござ

いましたが、何かご意見ご質問等はございますか。

よろしいですか。法人の取得ですがよろしいですか。特に

ご意見ご質問もないようですので採決に入ります。

議案第１号受付番号４を許可することに賛成の農業委員さ

んの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可することに決定をいたします。

続きまして、議案第１号受付番号５の案件について、事務

局より説明を願います。

議案第１号受付番号５につきましては、議案書４ページを

ご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなって

おります。

また、農地法第３条調書につきましては、議案書５ページ

をご覧ください。
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（事務局）

（会長）

（事務局）

（会長）

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の２

ページをご覧ください。

会長よろしくお願いします。

議案第１号受付番号５の説明がございましたが、これにつ

きまして、何かご意見ご質問はございませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようですので、

採決に入ります。

議案第１号受付番号５を許可することに賛成の農業委員さ

んの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可することに決定をいたします。

続きまして、議案第１号受付番号６の案件について、事務

局より説明を願います。

議案第１号受付番号６につきましては、議案書６ページを

ご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなって

おります。

なお、こちらの案件につきましては、譲受人が法人でござ

いますので、現地調査の際に農地所有適格法人の要件を満た

しているかの事前審査も併せて実施していただいておりま

す。内容につきましては、議案書７ページの農地所有適格法

人要件確認書をご覧ください。

また、農地法第３条調書につきましても、議案書８ページ

をご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の３

ページをご覧ください。

それでは、会長よろしくお願いします。

それでは続きまして、農地所有適格法人に係る事前審査の

報告を調査委員からよろしくお願いをいたします。
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（●●委員）

（会長）

（事務局）

（会長）

ご報告させていただきます。農地所有適格法人に係る事前

の調査をさせていただきました。

該当法人につきましては、農地所有適格法人の要件である

法人形態、事業内容、売上高、議決権、役員のすべての要件

について、満たしているものと思われます。

それでは、議案第１号受付番号６につきまして、ご意見ご

質問はございませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようですので、

採決に入ります。

議案第１号受付番号６を許可することに賛成の農業委員さ

んの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可することに決定をいたします。

続きまして、議案第１号受付番号７の案件について、まず

事務局より説明を願います。

議案第１号受付番号７につきましては、議案書９ページを

ご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなって

おります。

また、農地法第３条調書につきましては、議案書１０ペー

ジをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の４

ページをご覧ください。

それでは、会長よろしくお願いします。

議案第１号受付番号７につきまして、ご意見ご質問はござ

いませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようですので、

採決に入ります。

議案第１号受付番号７を許可することに賛成の農業委員さ

んの挙手をお願いいたします。
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（会長）

（事務局）

（会長）

（●●委員）

全員挙手。よって、許可することに決定をいたします。

それでは続きまして、議案第１号受付番号８の案件につい

て、事務局より説明を願います。

議案第１号受付番号８につきましては、議案書１１ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなっ

ております。

また、農地法第３条調書につきましては、議案書１２ペー

ジをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の５

ページをご覧ください。

それでは、会長よろしくお願いします。

議案第１号受付番号８について、ご意見ご質問はございま

せんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようですので、

採決に入ります。

議案第１号受付番号８を許可することに賛成の農業委員さ

んの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可することに決定をいたします。

続きまして、議案第２号に入ります。議案第２号農地法第

４条第１項の規定による許可申請に対する意見について、４

条許可を議題といたします。

まず、議案第２号の案件について、現地調査及び地域計画

に支障がないかの報告を調査委員からよろしくお願いをいた

します。

議案第２号受付番号１の案件につきまして、報告をさせて

いただきます。

本件該当地につきまして、特に問題ないものと思われます。

以上です。
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（会長）

（事務局）

（会長）

（●●●●●

委員）

それでは続きまして、議案第２号受付番号１の案件につい

て、事務局より説明を願います。

議案第２号受付番号１につきましては、議案書１３ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなっ

ております。

また農地法第４条第１項の規定による許可申請書に係る意

見書案につきましては、議案書１４ページから１６ページ、

１４、１５、１６ページをご覧ください。なお、１６ページ

の下部にはですね、判断の根拠となります農地法運用通知の

抜粋をお付けしております。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の６

ページと７ページをご覧ください。７ページにつきましては、

土地利用計画図となっておるところでございます。

それでは、会長よろしくお願いします。

議案第２号受付番号１について、ご意見ご質問等はござい

ませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

すので、採決に入ります。

議案第２号受付番号１に許可相当とすることに賛成の農業

委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可相当として京都府に進達をします。

それでは続きまして、議案第３号に入ります。議案第３号

農用地利用集積等促進計画に係る要請についてを議題としま

す。

まず、議案第３号受付番号１２から受付番号４４の案件に

ついて、現地調査及び地域計画に支障がないかの報告を調査

委員からよろしくお願いをいたします。

議案第３号受付番号１２から受付番号４４の案件につきま

して、報告させていただきます。
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（●●●●●

委員）

（会長）

（事務局）

（会長）

（事務局）

本件該当地については、特に問題ないと思われます。

それでは、議案第３号受付番号１２について、まず事務局

より説明を願います。

議案第３号受付番号１２につきましては、議案書１７ペー

ジをご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとな

っております。

また、権利の設定を受ける者の農業経営の状況等及び農地

中間管理事業の推進に関する法律第１８条調書につきまして

は、議案書１８ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の８

ページをご覧ください。

それでは、会長よろしくお願いします。

議案第３号受付番号１２について、ご意見ご質問はござい

ませんか。

再設定の案件です、よろしいですか。特にご意見ご質問も

ないようですので、採決に入ります。

議案第３号受付番号１２について、要請することに賛成の

農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

続きまして、議案第３号受付番号１３から受付番号１６、

４件ございますが、借り手が同じ方ですので、まとめて審議

をします。事務局より説明を願います。

議案第３号受付番号１３につきましては、議案書１９ペー

ジをご覧ください。再設定の５年の案件でございます。

続いて、議案第３号受付番号１４につきましては、議案書

次のページの２０ページをご覧ください。こちらにつきまし

ても、再設定の５年の案件でございます。
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（事務局）

（会長）

（事務局）

また続いて、議案第３号受付番号１５につきましては、議

案書２１ページをご覧ください。こちらにつきましても，同

じく再設定の案件でございます。

最後に、議案第３号受付番号１６につきまして、議案書２

２ページをご覧ください。こちらの内容については記載のと

おりとなっておりまして、こちらも再設定の５年の案件でご

ざいます。

農業経営の状況や、農地中間管理法第１８条調書につきま

しては、議案書２３ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の９

ページから１３ページ、９、１０、１１、１２、１３をご覧

ください。

それでは、会長よろしくお願いします。

議案第３号受付番号１３から受付番号１６の案件につきま

して、ご意見ご質問はございませんか。

よろしいですか。いずれも再設定の案件です、よろしゅう

ございますか。それでは、特にご意見ご質問もないようです

ので、採決に入ります。

議案第３号受付番号１３から受付番号１６について、要請

することに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

続きまして、議案第３号受付番号１７について、事務局よ

り説明を願います。

議案第３号受付番号１７につきましては、議案書２４ペー

ジをご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとな

っております。

また、農業経営の状況や中間管理法第１８条調書について

は、議案書２５ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の１

４ページをご覧ください。
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（事務局）

（会長）

（事務局）

（会長）

それでは会長よろしくお願いします。

議案第３号受付番号１７について、ご意見ご質問はござい

ませんか。

これも再設定の案件です、よろしいですか。特にご意見ご

質問もないようでございますので、採決に入ります。

議案第３号受付番号１７について、要請することに賛成の

農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

続きまして、議案第３号受付番号１８から受付番号２０は、

これも借り手が同じ方ですので、まとめて審議をします。事

務局より説明を願います。

議案第３号受付番号１８につきましては、議案書２６ペー

ジをご覧ください。こちらは再設定の案件でございます。

次に、議案第３号受付番号１９につきましては、議案書２

７ページをご覧ください。こちらも再設定の案件となってお

ります。

最後に、議案第３号受付番号２０につきましては、議案書

２８ページをご覧ください。こちらの案件は新規設定の案件

となっておるところでございます。

権利の設定を受ける者の農業経営の状況や中間管理法第１

８条調書につきましては、議案書２９ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真１５

ページから１７ページ、１５、１６、１７をご覧ください。

それでは、会長よろしくお願いします。

（●●●●●●● 午後１時４５分 退席）

議案第３号受付番号１８から受付番号２０について、ご意

見ご質問はございませんか。
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（会長）

（事務局）

（会長）

よろしいですか。それでは、特にご意見ご質問ないようで

ございます。

それでは採決に入ります。議案第３号受付番号１８から受

付番号２０について、要請することに賛成の農業委員さんの

挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

続きまして、議案第３号受付番号２１から受付番号２３、

この３件につきましても借り手が同じ方ですので、まとめて

審議をします。まず事務局より説明を願います。

（●●●●●●● 午後２時４６分 入室）

議案第３号受付番号２１につきましては、議案書３０ペー

ジをご覧ください。こちらは再設定の案件でございます。

次に、議案第３号受付番号２２につきましては、議案書３

１ページをご覧ください。こちらにつきましても、再設定の

案件でございます。

最後に議案第３号受付番号２３につきましては、議案書３

２ページをご覧ください。こちらにつきましても、再設定の

案件でございます。

農業経営の状況や中間管理法第１８条調書につきまして

は、議案書３３ページをご覧ください。

所在地につきましては、１８ページと１９ページをご覧く

ださい。

会長よろしくお願いします。

議案第３号受付番号２１から受付番号２３、この３件につ

きまして、何かご意見ご質問はございませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようですので、

採決に入ります。

議案第３号受付番号２１から受付番号２３について、要請

することに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。
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（会長）

（事務局）

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

続きまして、議案第３号受付番号２４から受付番号２６は、

これも借り手が同じ方ですので、まとめて審議をします。ま

た、報告第４号農地法第１８条第６項による賃貸借契約合意

解約の通知について、受付番号２も関連する内容ですので、

まとめて審議をします。まず事務局より説明を願います。

議案第３号受付番号２４から受付番号２６について説明す

る前に、関連する内容といたしまして、報告第４号農地法第

１８条第６項による賃貸借契約合意解約の通知について、受

付番号２を先に報告させていただきます。

報告第４号受付番号２につきましては、議案書、最後のほ

うになりますけれども、７８ページでございます。こちらに

つきましては、この記載の内容で合意解約をなされまして、

解約後●●●●●●●●●●●●●に貸借されるというよう

な内容となっておるところでございます。

こちらの所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の

写真の２２ページをご覧ください。

本件につきましては、令和８年２月２６日付けで会長専決

をいたしまして、届出の受理をさせていただきましたことを

申し添えておきます。

改めまして、議案第３号受付番号２４に戻らさせていただ

きます。こちらは議案書、だいぶ戻りまして３４ページでご

ざいます。３４ページをご覧ください。こちらが再設定の案

件となっておるところでございます。

続いて、議案第３号受付番号２５につきましては、議案書

３５ページをご覧ください。こちらの案件も再設定となって

おるところでございます。なお今回、久御山町で初めてです

ね、備考欄にありますように、地域計画外の貸借権の設定が

生じました。地域計画外というのがですね、農振農用地以外

の土地というような意味ととっていただいたら結構かと思う

んですけども、このような案件が出てきた場合につきまして

は、大変お手数なんですけれども、地元の委員さんに署名を
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（事務局）

（会長）

（●委員）

（事務局）

いただかないといけないというルールになっております。今

回の案件につきましては、●●の案件でございますので、●

●の●●委員さんに署名をいただく必要がございます。総会

の後にですね、署名をいただく書類を持っていかせていただ

きますので、お手数おかけしますけれども、署名をよろしく

お願いいたします。

次でございますけれども、議案第３号の受付番号２６につ

きましては、議案書３６ページをご覧ください。こちらの案

件は新規設定の案件となっております。こちらの案件につき

ましては、先ほど報告させていただきました合意解約の案件

でございまして、新規設定という扱いになっております。

また、農業経営の状況や農地中間管理法第１８条調書につ

きましては、議案書３７ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の２

０ページから２２ページ、２０、２１、２２をご覧ください。

それでは、会長よろしくお願いします。

議案第３号受付番号２４から受付番号２６について、ご意

見ご質問はございませんか。

はい、●委員。

多分問題ないとは思いますけども、この前、買い付けをし

はった土地を２、３年で貸すということは、なんか問題ある

んでしょうか。そのへんはどうなんです、ちょっと聞きたい

んです。農業の拡大ということで買い付けしはったと思うん

です。そこの土地かちょっとわからないんですけど、受付番

号２４、またその土地を貸し付けにまわしてはるのは、なん

でその時に農地を拡大するということで買い付けをしたのか

なという。問題ないとは思いますよ、この貸し付けについて

は。ちょっとそのへん教えていただきたいというふうに思い

ます。

こちらの案件につきまして、おそらくご質問いただいてお

るのが受付番号２４の案件かと思います。備考欄にございま
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（事務局）

（●委員）

（事務局）

（●委員）

（事務局）

（会長）

すとおり、こちらの案件につきましては再設定というふうな

案件でございますので、以前から●●●●●●●さんに貸し

付けておられた土地になっております。確かにおっしゃると

おりですね、土地の所有者さんでありますこの●●●●●さ

んというのは、別のところで土地を取得されておるのに、こ

ういうふうな人に貸していいのかというふうな。

良いのは良いねん。せやけども、なんで農地の拡大をした

いのに、農地を貸さはったんかなっていう意見を聞きたい。

こういった担い手さん、担い手と言っていいのかわかりま

せんが、農業を頑張っておられる方同士での貸し借りという

のもですね、場所によって集積と言いますか、集約のほうで

すね、農地を固めることによって農業がやりやすくなるとい

うようなこともありますので、今回のような●●●●●●●

さんに貸されて、●●●●●●●さん的には集約になるとい

うふうなメリットがあるということで、農業を頑張っておら

れる方同士での貸し借りがなされているというような案件で

ございます。事務局といたしましては、こういうふうな農業

に資するような貸借であると認識しておりますので、特に大

きな問題はないのかなと思っておるところでございます。

大きな問題ではないと思います、確かに。ただ、買わはっ

たときに農地の拡大ということでお聞きしておりましたの

で、ただこれをまたすぐに貸すということはおかしいなと思

って。

確かに、農地法第３条の申請のときにですね、基本的には

しばらくの間は少なくとも自分で耕作するというふうな形で

申請をいただくような形にしておりますので、そのへんは申

請の際にすぐに貸さないように、これからも指導して参りた

いと思っております。

●委員、よろしいですか。
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（会長）

（事務局）

（会長）

そのほか何かございますでしょうか。

よろしいですか。特にそのほかないようですので、受付番

号２４から受付番号２６について、採決を採りたいと思いま

す。

議案第３号受付番号２４から受付番号２６について、要請

することに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

続きまして、議案第３号受付番号２７と受付番号２８は、

借り手が同じ経営体ですので、まとめて審議をします。まず

事務局より説明を願います。

議案第３号受付番号２７につきましては、議案書３８ペー

ジをご覧ください。こちらは、以前より中間管理機構を介し

た貸借をされており、この度満期をむかえたため、更新がな

されたような案件となっております。

また、農業経営の状況及び農地中間管理法第１８条調書に

つきましては、議案書３９ページをご覧ください。

続いて、議案第３号受付番号２８につきましては、議案書

４０ページをご覧ください。こちらにつきましては、先ほど

の受付番号２７と同一経営世帯の方の案件となっておりま

す。

こちらにつきましても、農業経営の状況及び農地中間管理

法の第１８条調書につきましては、議案書４１ページをご覧

ください。借りられる方のお名前以外につきましては、先ほ

ど申しましたとおり、同一経営世帯でございますので、同じ

内容となっておるところでございます。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の２３ペ

ージと２４ページをご覧ください。

それでは、会長よろしくお願いします。

議案第３号受付番号２７と受付番号２８について、ご意見

ご質問はございませんか。
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（会長）

（事務局）

（会長）

（事務局）

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようですので、

採決に入ります。

議案第３号受付番号２７と受付番号２８について、要請す

ることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

続きまして、議案第３号受付番号２９について、まず事務

局より説明を願います。

議案第３号受付番号２９につきましては、議案書４２ペー

ジをご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとな

っております。

また、農業経営の状況及び農地中間管理法第１８条調書に

つきましては、議案書４３ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真２５

ページをご覧ください。

それでは、会長よろしくお願いします。

議案第３号受付番号２９につきまして、ご意見ご質問はご

ざいませんか。

よろしいですか。ご意見ご質問もないようですので、採決

に入ります。

議案第３号受付番号２９について、要請することに賛成の

農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

それでは、議案第３号受付番号３０について、事務局より

説明を願います。

議案第３号受付番号３０につきましては、議案書４４ペー

ジをご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとな

っております。
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（事務局）

（会長）

（事務局）

また、農業経営の状況や農地中間管理法第１８条調書につ

きましては、議案書４５ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の２

６ページをご覧ください。

それでは、会長よろしくお願いします。

議案第３号受付番号３０について、ご意見ご質問はござい

ませんか。

新規設定の案件ですけど、よろしいですか。特にご意見ご

質問もないようですので、採決に入ります。

議案第３号受付番号３０について、要請することに賛成の

農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

続きまして、議案第３号受付番号３１と受付番号３２は、

これも借り手が同じ方ですので、まとめて審議をします。ま

ず事務局より説明を願います。

議案第３号受付番号３１につきましては、議案書４６ペー

ジをご覧ください。こちらの案件は新規設定の案件となって

おりまして、こちらも備考欄にございますとおり、地域計画

外の案件となっております。今回につきましては、●●の案

件でございますので、●●●●●委員と●●委員に署名をい

ただくというようなことになっておりますので、総会のあと、

よろしくお願いいたします。

次に、議案第３号受付番号３２につきましては、議案書４

７ページをご覧ください。内容につきましては、記載のとお

りとなっております。こちらの案件は、新規設定の案件でご

ざいます。

また、農業経営の状況及び農地中間管理法第１８条調書に

つきましては、議案書４８ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の２

７ページをご覧ください。
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（事務局）

（会長）

（事務局）

それでは、会長よろしくお願いいたします。

議案第３号受付番号３１と受付番号３２について、ご意見

ご質問はございませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

すので、採決に入ります。

議案第３号受付番号３１と受付番号３２について、要請す

ることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

続きまして、議案第３号受付番号３３から受付番号３６は、

これも借り手が同じ方ですので、まとめて審議をします。ま

ず事務局より説明を願います。

議案第３号受付番号３３につきましては、議案書４９ペー

ジをご覧ください。こちらは再設定の案件でございます。

次に、議案第３号受付番号３４につきましては、議案書５

０ページをご覧ください。こちらにつきましても再設定の案

件でございます。

続いて、議案第３号受付番号３５につきましては、議案書

５１ページをご覧ください。こちらの案件も再設定でござい

ます。

最後に、議案第３号受付番号３６につきましては、議案書

５２ページをご覧ください。こちらも再設定の案件となって

おります。

権利の設定を受ける者の農業経営の状況及び農地中間管理

法第１８条調書につきましては、議案書５３ページをご覧く

ださい。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真２８

ページから３０ページ、２８、２９、３０をご覧ください。

それでは、会長よろしくお願いいたします。
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（会長）

（事務局）

（会長）

議案第３号受付番号３３から受付番号３６について、ご意

見ご質問はございませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

すので、採決に入ります。

議案第３号受付番号３３から受付番号３６について、要請

することに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

続きまして、議案第３号受付番号３７について、事務局よ

り説明を願います。

議案第３号受付番号３７につきましては、議案書５４ペー

ジをご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとな

っております。

また、農業経営の状況及び農地中間管理法第１８条調書に

つきましては、議案書５５ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真３１

ページをご覧ください。

会長よろしくお願いします。

議案第３号受付番号３７について、ご意見ご質問はござい

ませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

すので、採決に入ります。議案第３号受付番号３７について、

要請することに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたしま

す。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

続きまして、議案第３号受付番号３８から受付番号４０に

入ります。これも借り手が同じ方ですので、まとめて審議を

します。事務局より説明を願います。
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（事務局）

（会長）

（事務局）

議案第３号受付番号３８につきましては、議案書５６ペー

ジをご覧ください。再設定の案件でございます。

次に、議案第３号受付番号３９につきましては、議案書５

７ページをご覧ください。こちらも再設定の案件でございま

す。

最後に、議案第３号受付番号４０につきましては、議案書

５８ページをご覧ください。こちらも再設定の案件となって

おります。

農業経営の状況及び農地中間管理法第１８条調書につきま

しては、議案書５９ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の３

２から３４ページ、３２、３３、３４ページをご覧ください。

それでは、会長よろしくお願いいたします。

議案第３号受付番号３８から受付番号４０について、ご意

見ご質問はございませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

すので、採決に入ります。

議案第３号受付番号３８から受付番号４０について、要請

することに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

続きまして、議案第３号受付番号４１に入ります。まず事

務局より説明を願います。

議案第３号受付番号４１につきましては、議案書６０ペー

ジをご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとな

っております。

また、農業経営の状況及び農地中間管理法律第１８条調書

につきましては、議案書６１ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真３５

ページをご覧ください。

それでは、会長よろしくお願いします。
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（会長）

（事務局）

（会長）

議案第３号受付番号４１について、ご意見ご質問はござい

ませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

す。

それでは採決に入ります。議案第３号受付番号４１につい

て、要請することに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいた

いたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

続きまして、議案第３号受付番号４２と受付番号４３、こ

の２件につきまして、借り手が同じ方ですので、まとめて審

議をします。まず事務局より説明を願います。

議案第３号受付番号４２につきましては、議案書６２ペー

ジをご覧ください。こちらの案件は再設定の案件となってお

ります。

次に、議案第３号受付番号４３につきましては、議案書６

３ページをご覧ください。こちら備考欄にありますとおり、

こちらも地域計画外の案件となっております。●●●の地元

委員の方につきましては、署名をいただく形になりますので、

総会後によろしくお願いいたします。

また、農業経営の状況及び農地中間管理法第１８条調書に

つきましては、議案書６４ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真３６

ページと３７ページをご覧ください。

会長よろしくお願いいたします。

議案第３号受付番号４２と受付番号４３について、ご意見

ご質問はございませんか。

よろしいですか。特にご意見もご質問もないようですので、

採決に入ります。
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（会長）

（事務局）

（会長）

（会長）

議案第３号受付番号４２と受付番号４３について、要請す

ることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

続きまして、議案第３号受付番号４４について、事務局よ

り説明を願います。

議案第３号受付番号４４につきましては、議案書６５ペー

ジをご覧ください。内容につきましては、記載のとおりでご

ざいます。

また、農業経営の状況及び農地中間管理法第１８条調書に

つきましては、議案書６６ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真３８

ページをご覧ください。

会長よろしくお願いいたします。

議案第３号受付番号４４について、ご意見ご質問はござい

ませんか。

よろしいですか。特にご意見もご質問もないようですので、

採決に入ります。

議案第３号受付番号４４について、要請することに賛成の

農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

これから審議をしていただく議案第３号受付番号４５につ

きましては、●●委員に関する案件ですので、久御山町農業

委員会会議規則第２０条に基づきまして、退席をよろしくお

願いをいたします。

（●●委員 午後２時１０分 退席）

それではまず、現地調査及び地域計画に支障がないかの報

告を調査委員からよろしくお願いをいたします。
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（●●●●●

委員）

（会長）

（事務局）

（会長）

（会長）

議案第３号受付番号４５の案件につきまして、報告させて

いただきます。

本件該当地については、特に問題ないと思われます。

続きまして、議案第３号受付番号４５の案件について、事

務局より説明を願います。

議案第３号受付番号４５につきましては、議案書６７ペー

ジをご覧ください。内容につきましては記載のとおりとなっ

ております。

また、農業経営の状況及び農地中間管理法第１８条調書に

つきましては、議案書６８ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真３９

ページをご覧ください。

会長よろしくお願いします。

議案第３号受付番号４５について、ご意見ご質問はござい

ませんか。

よろしいですか。特にご意見もご質問もないようでござい

ますので、採決に入ります。

議案第３号受付番号４５について、要請することに賛成の

農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

（●●委員 午後２時１２分 入室）

これから審議をしていただく議案第３号受付番号４６から

受付番号５０につきましては、●●●●委員に関する案件で

すので、先ほどと同じく久御山町農業委員会会議規則により、

退席のほう、もうしていただいておりますけれども、お願い

をいたします。

（●●●●委員 午後２時１２分 退席）
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（会長）

（●●●●●

委員）

（会長）

（事務局）

それでは、議案第３号受付番号４６から受付番号５０は、

借り手が同じ方ですので、これもまとめて審議をします。ま

ず、現地調査及び地域計画に支障がないかの報告を調査委員

からよろしくお願いをいたします。

議案第３号受付番号４６から受付番号５０の案件につきま

して、報告させていただきます。

本件該当地については、特に問題ないと思われます。

続きまして、議案第３号受付番号４６から受付番号５０の

案件について、事務局より説明を願います。

議案第３号受付番号４６につきましては、議案書６９ペー

ジをご覧ください。再設定の案件でございます。

続いて、議案第３号受付番号４７につきましては、議案書

７０ページをご覧ください。こちらも再設定の案件でござい

ます。

次に、議案第３号受付番号４８につきましては、議案書７

１ページをご覧ください。こちらも再設定の案件でございま

す。

次に、議案第３号受付番号４９につきましては、議案書７

２ページをご覧ください。こちらにつきましても、再設定の

案件でございます。

最後に、議案第３号受付番号５０につきましては、議案書

７３ページをご覧ください。こちらも再設定の案件となって

おるところでございます。

また、権利の設定を受ける者の農業経営の状況及び農地中

間管理法第１８条調書につきましては、議案書７４ページを

ご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真４０

ページから４２ページ、４０ページ、４１ページ、４２ペー

ジをご覧ください。

それでは、会長よろしくお願いします。
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（会長）

（会長）

（事務局）

（会長）

議案第３号受付番号４６から受付番号５０について、５件

ございますが、ご意見ご質問はございませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

すので、採決に入ります。

議案第３号受付番号４６から受付番号５０について、要請

することに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

（●●●●委員 午後２時１６分 入室）

●●●●委員に着席をしていただいたところで、本日の審

議につきましては、これで全て終わりたいと思います。これ

より報告に入ります。

それではまず、報告第１号農地法第４条第１項第７号の規

定による転用届出について、受付番号１について、事務局よ

り報告願います。

報告第１号受付番号１につきましては、議案書７５ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなっ

ております。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真４３

ページをご覧ください。

本件につきましては、令和８年２月５日付けで会長専決い

たしまして、届出者に対して受理通知書を発行いたしました

ことを申し添えておきます。

会長よろしくお願いします。

ただ今、報告第１号受付番号１の報告につきまして、何か

ご意見等はございますでしょうか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようですので、

続きまして、報告第２号に入ります。
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（会長）

（事務局）

（会長）

（事務局）

報告第２号農地法第５条第１項第６号の規定による転用届

出について、受付番号１について、事務局より報告願います。

報告第２号受付番号１につきましては、議案書７６ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなっ

ております。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真４４

ページをご覧ください。一部分だけ農地が残っておったとい

うような案件でございます。

本件につきましては、令和８年１月３０日付けで会長専決

をいたしまして、届出者に対して受理通知書を発行いたしま

したことを申し添えておきます。

会長よろしくお願いします。

ただ今、報告第２号受付番号１の報告がござましたが、何

かご意見ご質問等はございますでしょうか。

よろしいですか。特にご意見ご質問がないようですので、

次の報告第３号に入ります。

報告第３号２アール未満の農業用施設建築（設置）届出に

ついて、受付番号１について、事務局より報告願います。

報告第３号受付番号１につきましては、議案書７７ページを

ご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなって

おります。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真４５

ページをご覧ください。

本件につきましては、令和８年２月５日付けで会長専決を

いたしまして、届出者に対して受理通知書を発行いたしまし

たことを申し添えておきます。

会長よろしくお願いします。
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（会長）

（事務局）

（会長）

報告第３号受付番号１の報告がございましたが、何かご意

見等はございますでしょうか。

よろしいですか。特にないようですので、この報告につき

ましてはこれで終わりたいと思います。

続きまして、報告第４号に入るわけでございますけれども、

報告第４号農地法第１８条第６項による賃貸借契約合意解約

の通知につきまして、先ほど受付番号２につきましてはすで

に報告済みですので、受付番号３について、事務局より報告

願います。

報告第４号受付番号３につきまして、議案書飛びまして７

９ページをご覧ください。内容につきましては記載のとおり

となっておりまして、借り手につきましては、議案書次のペ

ージに別紙としてお付けしております。なお、この案件につ

きましては、始期と終期のところに斜めの線が入っておりま

すけれども、いわゆる残存小作と言われるような貸借があり

ましたけれども、こちらが合意解約をなされたというような

案件でございます。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の４

６ページをご覧ください。

本件につきましては、令和８年２月５日付けで会長専決を

いたしまして、届出の受理をさせていただきましたことを申

し添えておきます。

会長よろしくお願いします。

ただ今、報告第４号受付番号３の報告がありましたが、何

かございませんでしょうか。

特にないようですので、それでは受付番号４について、事

務局より報告願います。
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（事務局）

（会長）

報告第４号受付番号４につきましては、議案書８１ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなっ

ておりまして、貸し手のほうは議案書次のページの８２ペー

ジに別紙としてお付けしておるところでございます。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の４

７ページをご覧ください。

本件につきましては、令和８年２月５日付けで会長専決を

いたしまして、届出の受理をさせていただきましたことを申

し添えておきます。

会長よろしくお願いします。

報告第４号受付番号４の報告につきまして、何かご意見等

ございますでしょうか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

すので、報告は終わりたいと思います。

それでは、本日予定をしておりました審議と報告はこれに

て終わりたいと思います。

―――――――――――― 午後２時２３分 終了 ――――――――――――


